
　時下、ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

　平素は、当協会の運営に格別のご協力を賜り厚くお礼申しあげます。

　さて、会員事業者の皆様への会費請求につきましては、１期（4月～6月分）、２期（7月

～9月分）、３期（10月～12月分）、４期（1月～3月分）の四半期ごとに請求書を発行し、

納入頂いております。また会費の額のうち「車両割」部分は、大阪運輸支局に登録された

３月末時点の実在車両数に基づき１、２期分を、同９月末時点の実在車両数に基づき３、

４期分を請求させて頂いております。

　こうした中で、現在の厳しい経営環境下において、会員事業者の方からの「期中に増減

車等により車両数の変更を行った場合、会費請求にその反映ができないのか」との要望に

お応えするため、この度、会費請求額の修正を行う特別措置を平成21年度４期分より、下

記のとおり実施することといたしましたのでお知らせ申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

○会費請求額の修正方法について

　　所属支部に対して別紙「会費車両台数変更連絡票」によりご連絡頂いた会員事業者に

　　対し、次により会費請求書を発行させて頂きます。

　　①１期(4～6月)分請求書は、従来どおり３月末車両数に基づき発行させて頂きます。

　　②２期(7～9月)分請求書は、１期中に車両数の変更があり、７月１０日までに所属支

　　　部あてＦＡＸでご連絡頂いた場合に限り、修正済の請求書を発行させて頂きます。

　　③３期(10～12月)分請求書は、従来どおり９月末車両数に基づき発行させて頂きます。

　　④４期(1～3月)分請求書は、３期中に車両数の変更があり、１月１０日までに所属支

　　　部あてＦＡＸでご連絡頂いた場合に限り、修正済の請求書を発行させて頂きます。

　

※　請求書発行手続きの関係上、会費車両台数変更のご連絡は期限厳守でお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

以上
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( 会員事業者 → 支部 → 本部 )   
＜会費車両台数変更連絡票＞ 

 
                       平成  年  月  日 
 
 
 
所属支部名：              支部 宛 
 
事 業 者 名：               
 
担 当 者 名：              ＴＥＬ：            
 
 
＊１ 
 
 

事業者番号（９桁）・支部事業者番号（４桁）は、会費納入依頼書に

記載の番号をご記入ください。 
 
 

＊２   会費請求修正時期 平成  年＊２・４期分より変更 
     ＊該当する「２」または「４」を「○」で囲んでください。 
      

普通車(積載量 4トン以上、けん引車を含む）・小型車（積載量４トン未満） 
 
 
 

＊「新」には、修正後の会費請求台数をご記入ください。 
 
 
（お願い） 

  １期（4～6 月）中に会費車両台数の変更があれば、２期（7～9 月）分

の請求書で修正させて頂きます。但し、７月１０日まで７月１０日までに、所属支部あ

て本表によりＦＡＸでご連絡をお願いいたします。 
   また、３期（10～12 月）中に会費車両台数の変更があれば、４期（１

～３月）分の請求書で修正させて頂きます。但し、１月１０日まで１月１０日までに、

所属支部あてＦＡＸでご連絡をお願いいたします。 
 

事 業 者 番 号 支部事業者番号 
              

 普通 小型 トレーラ ポール 

＊新    内、海ｺﾝ(   )  


